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１【提出理由】

　平成25年３月27日開催の当社第45回定時株主総会（以下「本総会」という。）において決議事項が決議されましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）本総会が開催された年月日

平成25年３月27日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金14円

配当総額　金1,863,214,780円

②　剰余金の配当が効力を生ずる日　平成25年３月28日

 

第２号議案　定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行うものである。

 

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、村瀬治男、川崎正己、佐々木統、柴﨑洋、坂田正弘、相馬郁夫および澤部正喜の各氏を選任する。

なお、相馬郁夫氏は社外取締役候補者である。

 

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、清水正博氏を選任する。

 

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈および取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する芦澤光二氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範

囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

また、本総会終結の時をもって取締役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、第３号議案の承認を条件と

して再任される取締役６名のうち、社外取締役を除く５名（村瀬治男、川崎正己、佐々木統、柴﨑洋および坂

田正弘の各氏）に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支

給する。なお、その支給の時期は各氏の取締役退任の時とし、具体的金額、方法等は、取締役会に一任する。

 

第６号議案　取締役賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与総額41,100,000円を支給する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに当該決

議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 1,123,687 575 0 98.49 可決

第２号議案 1,123,775 450 0 98.50 可決

第３号議案      

村瀬　治男 1,024,86299,348 52 89.83 可決

川崎　正己 1,023,375100,834 52 89.70 可決

佐々木　統 1,101,77922,431 52 96.57 可決

柴﨑　洋 1,101,89622,314 52 96.58 可決

坂田　正弘 1,101,92422,286 52 96.59 可決

相馬　郁夫 1,017,947106,315 0 89.23 可決

澤部　正喜 1,101,89222,318 52 96.58 可決

第４号議案      

清水　正博 1,083,19341,068 0 94.94 可決

第５号議案 1,042,30267,413 14,549 91.36 可決

第６号議案 1,108,42310,243 5,598 97.16 可決

　（注）１　各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確

認できたものを加算しています。

２　各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの）を分母とし、

本総会前日までの事前行使分における賛成数に当日出席の一部の株主から賛成が確認できた分を加算したものを

分子として算出しています。

３　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛

成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当

該株主の議決権数の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席

および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がで

きていない議決権数は加算しておりません。
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